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【 請 求 項 １ 】
　

【 請 求 項 ２ 】
　

情 報 処 理 装 置 と フ ァ イ ル サ ー バ と か ら 構 成 さ れ る 課 金 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 フ ァ
イ ル サ ー バ は 、 ユ ー ザ の 使 用 度 数 に 関 す る 度 数 デ ー タ を 記 憶 す る 第 １ の 記 憶 手 段 と 、 前 記
ユ ー ザ に 提 供 す る 番 組 デ ー タ を 複 数 記 憶 す る 第 ２ の 記 憶 手 段 と 、 前 記 ユ ー ザ が 使 用 す る 情
報 処 理 装 置 か ら 送 信 さ れ る ユ ー ザ の 個 人 情 報 に 基 づ い て 接 続 可 否 の 認 証 を 行 う 認 証 手 段 と
、 前 記 認 証 が 行 わ れ た 情 報 処 理 装 置 か ら 送 信 さ れ る 番 組 デ ー タ 送 信 要 求 を 受 け 付 け て 、 前
記 番 組 デ ー タ 送 信 要 求 が 指 定 す る 特 定 の 番 組 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て
、 順 次 に 前 記 情 報 処 理 装 置 に 送 信 す る 応 答 手 段 と 、 前 記 特 定 の 番 組 デ ー タ に つ い て 受 信 を
完 了 し た 前 記 情 報 処 理 装 置 か ら 送 信 さ れ る 確 認 メ ッ セ ー ジ を 受 け 付 け て 、 前 記 特 定 の 番 組
デ ー タ の 送 信 が 成 功 し た か 否 か を 判 断 す る 確 認 手 段 と 、 前 記 特 定 の 番 組 デ ー タ の 送 信 が 成
功 し た と 判 断 す る 場 合 に 、 前 記 第 １ の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 ユ ー ザ の 度 数 デ ー タ を 更
新 す る 更 新 手 段 と 、 を 備 え 、 前 記 情 報 処 理 装 置 は 、 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ と の 間 の 接 続 を 確
立 す る た め に 、 ユ ー ザ の 個 人 情 報 を 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ に 送 信 す る 接 続 手 段 と 、 前 記 フ ァ
イ ル サ ー バ が 管 理 す る 特 定 の 番 組 デ ー タ に 対 す る 番 組 デ ー タ 送 信 要 求 を 前 記 フ ァ イ ル サ ー
バ に 送 信 す る 要 求 手 段 と 、 前 記 番 組 デ ー タ 送 信 要 求 に 対 し て 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ か ら 送 信
さ れ る 前 記 特 定 の 番 組 デ ー タ を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、 前 記 特 定 の 番 組 デ ー タ の 受 信 を 完 了
し た か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、 前 記 判 断 手 段 に よ っ て 受 信 を 完 了 し た と 判 断 さ れ る 場
合 に 、 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ が 管 理 す る ユ ー ザ の 使 用 度 数 に 関 す る 度 数 デ ー タ を 更 新 さ せ る
た め に 、 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ に 確 認 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る 通 知 手 段 と 、 を 備 え る こ と を 特
徴 と す る 課 金 管 理 シ ス テ ム 。

情 報 処 理 装 置 と フ ァ イ ル サ ー バ と か ら 構 成 さ れ る 課 金 管 理 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 フ ァ



【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
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イ ル サ ー バ は 、 ユ ー ザ の 使 用 度 数 に 関 す る 度 数 デ ー タ を 記 憶 す る 第 １ の 記 憶 手 段 と 、 前 記
ユ ー ザ に 提 供 す る フ ァ イ ル を 複 数 記 憶 す る 第 ２ の 記 憶 手 段 と 、 前 記 ユ ー ザ が 使 用 す る 情 報
処 理 装 置 か ら 送 信 さ れ る ユ ー ザ の 個 人 情 報 に 基 づ い て 接 続 可 否 の 認 証 を 行 う 認 証 手 段 と 、
前 記 認 証 が 行 わ れ た 情 報 処 理 装 置 か ら 送 信 さ れ る フ ァ イ ル 送 信 要 求 を 受 け 付 け て 、 前 記 フ
ァ イ ル 送 信 要 求 が 指 定 す る 特 定 の フ ァ イ ル を 前 記 第 ２ の 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 、 前 記 情
報 処 理 装 置 に 送 信 す る 応 答 手 段 と 、 前 記 特 定 の フ ァ イ ル に つ い て 受 信 を 完 了 し た 前 記 情 報
処 理 装 置 か ら 送 信 さ れ る 確 認 メ ッ セ ー ジ を 受 け 付 け て 、 前 記 特 定 の フ ァ イ ル の 送 信 が 成 功
し た か 否 か を 判 断 す る 確 認 手 段 と 、 前 記 特 定 の フ ァ イ ル の 送 信 が 成 功 し た と 判 断 す る 場 合
に 、 前 記 第 １ の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 ユ ー ザ の 度 数 デ ー タ を 更 新 す る 更 新 手 段 と を 備
え 、 前 記 情 報 処 理 装 置 は 、 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ と の 間 の 接 続 を 確 立 す る た め に 、 ユ ー ザ の
個 人 情 報 を 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ に 送 信 す る 接 続 手 段 と 、 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ が 管 理 す る 特
定 の フ ァ イ ル に 対 す る フ ァ イ ル 送 信 要 求 を 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ に 送 信 す る 要 求 手 段 と 、 前
記 フ ァ イ ル 送 信 要 求 に 対 し て 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ か ら 送 信 さ れ る 前 記 特 定 の フ ァ イ ル に 関
す る デ ー タ を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、 前 記 特 定 の フ ァ イ ル の 受 信 を 完 了 し た か 否 か を 判 断 す
る 判 断 手 段 と 、 前 記 判 断 手 段 に よ っ て 受 信 を 完 了 し た と 判 断 さ れ る 場 合 に 、 前 記 フ ァ イ ル
サ ー バ が 管 理 す る ユ ー ザ の 使 用 度 数 に 関 す る 度 数 デ ー タ を 更 新 さ せ る た め に 、 前 記 フ ァ イ
ル サ ー バ に 確 認 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る 通 知 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 課 金 管 理 シ
ス テ ム 。

前 記 応 答 手 段 は 、 更 に 、 前 記 特 定 の フ ァ イ ル を 、 こ の フ ァ イ ル を 構 成 す る 複 数 の 部 分 フ
ァ イ ル ご と に 送 信 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 部 分 フ ァ イ ル が 連 続 再 生 さ れ る ス ト リ ー ミ ン グ コ ン テ ン ツ で あ り 、 前 記 番 組 デ ー タ
は 、 前 記 部 分 フ ァ イ ル 毎 に 料 金 が 定 め ら れ て い る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の シ ス テ ム 。

ユ ー ザ の 使 用 度 数 に 関 す る 度 数 デ ー タ を 記 憶 す る 第 １ の 記 憶 手 段 と 、 前 記 ユ ー ザ に 提 供
す る フ ァ イ ル を 複 数 記 憶 す る 第 ２ の 記 憶 手 段 と 、 を 備 え た フ ァ イ ル サ ー バ の 課 金 管 理 シ ス
テ ム で あ っ て 、 前 記 ユ ー ザ が 使 用 す る ク ラ イ ア ン ト 装 置 か ら 送 信 さ れ る ユ ー ザ の 個 別 情 報
に 基 づ い て 接 続 可 否 の 認 証 を 行 い 、 前 記 認 証 が 行 わ れ た ク ラ イ ア ン ト 装 置 か ら 送 信 さ れ る
フ ァ イ ル 送 信 要 求 を 受 け 付 け て 、 前 記 フ ァ イ ル 送 信 要 求 が 指 定 す る 特 定 の フ ァ イ ル を 前 記
第 ２ の 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 、 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 に 送 信 し 、 前 記 特 定 の フ ァ イ ル に
つ い て 受 信 を 完 了 し た 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 か ら 送 信 さ れ る 確 認 メ ッ セ ー ジ を 受 け 付 け て
、 前 記 第 １ の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 ユ ー ザ の 度 数 デ ー タ を 更 新 す る 更 新 手 段 と 、 を 備
え 、
　 当 該 更 新 手 段 は 、 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 に 対 し て 予 め 設 定 さ れ た イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 可
能 時 間 を 示 す 接 続 度 数 を 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 利 用 時 間 に 応 じ て 減 算 し 、 接 続 度 数 が ０ 以
下 に な っ た 場 合 で も 、 連 続 使 用 中 は イ ン タ ー ネ ッ ト の 接 続 サ ー ビ ス を 提 供 し て 、 当 該 ク ラ
イ ア ン ト 装 置 が 次 の イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 時 に 利 用 超 過 時 間 分 の 課 金 を 行 う よ う に し た 前 記
管 理 シ ス テ ム 。

前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 へ ゲ ー ム プ ロ グ ラ ム の ダ ウ ン ロ ー ド 中 又 は 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置
で ス ト リ ー ミ ン グ コ ン テ ン ツ の 再 生 中 に ユ ー ザ の 利 用 度 数 が ０ 以 下 に な っ た 場 合 で も 、 前
記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 と イ ン タ ー ネ ッ ト と の 接 続 を 切 断 し な よ う に し た 請 求 項 ５ 記 載 の シ ス
テ ム 。
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